






















































8 0人ほどであった。

ちなみに， 2 0 1 3年 10月 1日現在の入所者 18 3名のうち， 9 0歳以上

の方は 66名で全体の 36%である（内訳 1 0 0歳以上 6名， 9 5歳,.....,9 9 

歳 19名， 90歳から 94歳41名）。

(2) 3. 1 1の東日本大震災発生時の対応

ア 私は，日立市大みか町の自宅で地震の強大な揺れに見舞われました。大変

な衝撃を受け，電話もかけられず，その日は園に行くこともできなかったた

め，園のことは，当時，園にいた職員に任せるしかありませんでした。

3月 11日の状況について職員はつぎのように記録しています。

平成 23年 3月 11日 午後 2時46分地震発生

電気，ガス，水道などすべてのライフライン停止。エレベーター

停止。 B棟スプリンクラーが壊れ，各階水浸しになる。

Y相談員（当時老健）， N看護師， M看護責任者， K事務員で相

談の上，消防署の指導もあり入所者を全員屋外に退避させる。 H看

護師長は， 日立港病院へ入所者を連れて受診中に地震にあい， 3時

過ぎに津波を横目に見ながら東海園まで 1時間かけて帰る（通常 1

5分のところ）。

夕方寒さのため，室内に入所者を戻しA棟 1階に全員避難する (1

8 0名）。

夕食用意できず，経管栄養食一人 1袋。緊急時用に用意しておい

た 5O O mlのペットボトル，乾パンを倉庫より出す。

中丸コミュニティーセンターヘ 26名避難する。

夕方， T介護責任者， U相談員到着。小さな子供やお年寄りのい

る職員を帰宅させる。残った人で今後のことを相談する。

A棟 1階にポータブルトイレ，紙おむつ，布おむつ，清掃タオル

-28 -



を用意する。受水槽から水をポリタンク 10本（非常用に用意して

おいたもの）に移す。糖尿病患者へのインシュリン，血糖降下剤中

止。内服薬，朝のみ。

経管栄養食 3回を 2回に減らす。水分 50 ml X 2回。

イ 伏屋は，地震の翌日 (3月12日）にようやく東海園に出勤できた後の園

の状況，特に高齢の入所者への対応の苦労などを陳述書にくわしく述べてい

る。

ここでは引用をやめるが，伏屋が高齢の入所者の生命と健康を守るためい

かに苦闘したかが臨場感をもって伝えてくれている。

(3) 福島原発事故と東海第二原発（以下，「東海第 2」)について

伏屋は大地震の影響をもろに受けた東海園の対応に忙殺されていたため，福

島原発事故の重大性を認識したのは数日経ってからのことであった。

福島原発の深刻な状況を知ってから，伏屋は自分が経営する介護施設が原発

事故に遭ったときはどうしたらいいかと真剣に考え始めた。当初は東海第 2は

古い原発だから，まさか日本原電がそれを再稼働するとは言わないだろうと楽

観視していた。ところが，予期に反して再稼働申請をしたと聞いて伏屋は「再

稼働反対の声を上げたい」と決心した。そしてその決心を行動に移した。

伏屋は 20 1 4年 1月に園の入所者全員の家族に対して，「入所者は非常時

に一人では避難できないが，迎えに来られますか。」と質問した。その答えは

「できない」であった。

「じゃあ，ここ（園）に残っていいんですか」との質間に，家族は「仕方が

ない。」と回答した。

伏屋はつぎのように述べる。「その答えを聞いて，それから私は強くなりま

した。私は，『自分一人で，責任全部を負うことはできない。ならば，今，叫

ばなければ叫ぶ時がない。』と思い，行動を開始しました。」と。

そして，伏屋は同年 4月頃，東海園の正面玄関，その駐車場，自分が経営す
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る保育園の玄関等 6カ所に看板を立てた。看板の内容は「東海第二原発再稼働

断固反対 利用者・スタッフ避難できません！」というものである。看板はそ

の後も増え，最終的には 9カ所， 1 2枚となった。

常陸東海園 伏屋理事長

伏屋の言葉をつぎに引用する。

「私は，この訴えで，非常時に，入所者とスタッフが，全員，無事，避難で

きないと言うことを叫びたかったんです。そのほかのことは余裕がありません

でした。ただ，私が，理事長として，全員の生命を守れないということだけを

叫べばいいと思いました。入所者の生命を守れない理事長なんて，自分で最低

だと思います。自分自身で情けなくなりました。
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私は，園がご家族から大切な 18 0人もの生命をお預かりさせていただいて

おり，家族の皆様もここの園に預ければ長生きしてくれると言う思いで選んで

くださった施設だと思っています。私個人の力では，東海原発で放射能漏れが

発生した場合，そのお預かりしている方々の生命を守る自信はありません。」

3 南相馬市，福寿園及び万葉園での避難の実際（甲 F2 9) 

大内敏文（以下「大内」という。）は，社会福祉法人南相馬福祉会の常務理事で

あり，同法人が運営する特別養護老人ホーム「福寿園」の施設長を兼務している。

大内は，次のように主張する。

(1) 当法人には，上記「福寿園」（南相馬市原町区所在）の他，特別養護老人ホー

ム「万葉園」（南相馬市鹿島区所在），同じく「梅の香」（南相馬市小高区所在，現

在休止中），ケアハウス「さくら荘」（南相馬市原町区所在），認知症対応型共同

生活介護「グループホームたんぽぽ」（南相馬市鹿島区所在），同じく「グループ

ホーム小高（仮設グループホームなごみの家）」（南相馬市小高区所在），同じく

「グループホーム石神」（南相馬市原町区所在）などの施設があります。

当法人は，平成10年4月1日に設立されましたが，私は，法人立上の時からの

職員です。現在， 16年目になります。私は，平成23年3月11日の東日本大震災

の時には，特別養護老人ホーム「万葉園」の施設長を務めておりました。

なお，南相馬市は，平成18年1月1日，原町市，鹿島町，小高町のl市2町が合

併して成立した市です。合併後は，旧市町がそれぞれ， 「区」と呼ばれるように

なりました。北から順に，鹿島区，原町区，小高区となっています。

(2) 東日本大震災直後の施設の状況

私は，平成23年3月11日午後2時46分，東日本大震災が発生したときは，その

当時施設長をしていた万葉園の，施設の中にいました。この時は，それまで経
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験したことのない揺れでした。私は，まず，職員に指示して利用者の安全確認

をしました。また，当法人が経営する他の施設とも連絡を取ろうとしました。

しかし，万葉園では，電話が通じなかったので，施設間の連絡が取れませんで

した。万葉園では，幸い，電話以外のライフライン（水道，電気）は通じていた

ため，テレビで宮城県や岩手県の津波の情報はわかりましたが，地元の南相馬

市の被害は把握できませんでした。一方，より南の原町区に位置している福寿

園では，電話，電気，水道がストップしました。水道は， 5日間復旧しません

でした。そのため，福寿園では，震災直後に大津波が来るという情報はありま

せんでした。また福寿園では，飲み水，食べ物は，ペットボトル，非常食でし

のぎました。万葉園でも，食べ物は，非常食でしのぎました。

この日，ご存じのとおり，福島県の沿岸部は大津波に襲われました。私たち

の住む，そして私たちの施設がある南相馬市の沿岸部も，大津波に襲われまし

た。実は，私たちの下に情報がないまま，海沿いに自宅がある職員の中で，自

宅が津波で流された人が，法人全体で15人もいました。家族や親せきが津波で

亡くなったという人も 12名もいました。

私はこの日，施設が落ち着いた時間を見て，一度自宅に帰ることができまし

た。私の自宅は，南相馬市原町区森合東という昔からの部落にありますが，原

町区の中でも南の方（小高区より）に位置しており，ギリギリ福島第一原発から

20km圏内に入っています。この部落の大部分は，後に警戒区域が設定されたと

き，その区域内に入ってしまいました。その当時，私の家族は，妻，三男，母，

それに私の4人でした。私の家族は3人とも，震災当日は一旦，近くの大甕小学

校に避難しましたが，当日に自宅に戻ってきたとのことでした。

3月 13日に仙台の長男が車で自宅に家族を迎えに来ました。国道6号線は，

一部津波をかぶったりしており，仙台から南相馬まで来るのに苦労したそうで

す。この日，私以外の家族は，長男と一緒に，仙台に避難しました。その後は，

私は，施設に泊まりっきりとなりました。後に述べるように， 3月19日に，施
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設全体が横浜に避難しましたが，その時まで，私はずっと施設から離れること

ができませんでした。

またその日 (3月12日），テレビで， 1号機が水素爆発したことを知りました。

そして，看護職の職員が，放射能の影響を心配しだしました。またこの日のタ

方，当法人が運営する，小高区にある施設「梅の香」が，原発から 20km圏内にあ

るため，市から避難指示を受けました。このことを聞いてから，私も原発の問

題を意識するようになりました。なお，「梅の香」は，小高川という川のほとり

に位置しており，津波に襲われる心配もあったため， 3月11日にはみぞれが降

る中，利用者や職員は一時，近くの小高神社に避難をしていました。梅の香の

利用者は，当法人が運営する施設の利用者の中で，この度の震災で，一番避難

回数が多かった人たちです。震災直後の梅の香の様子については， 「避難弱者」

の93,-...,101頁に詳しく書かれています。

(3) 原発の爆発後の避難の実際

3月13日には，前記のとおり，梅の香に避難指示を出されました。その利用

者と職員を，万葉園と福寿園とで受け入れました。その後， 3月14日， 15日に

は立て続けに3号機， 4号機が水素爆発を起こしました。万葉園は， 30km圏外で

したが，福寿園は30km圏内に位置しており，いつ避難指示を出されてもおかし

くない状況にありました。避難指示は実際には出されませんでしたが，屋内退

避指示が出されました。

このような状況の中，南相馬市では，市中の多くの人たちが避難してしまい，

商店も閉まっている，ガソリンスタンドも空いていない，食料も物資も薬も買

えない，病院も閉鎖，という状態になってしまいました。私たちの施設の利用

者の中には，鼻やお腹から直接，経管栄養剤をチューブで胃に入れなければな

らない人，水分が気道に入らないように，液体に「とろみ剤」でとろみをつけて

与えなければならない人，なども多くおり，このような人たちには，普通の食

糧を与えることはできないため，それらの医薬品が必須です。また，寝たきり
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の人も多いので，褥癒防止マット等の介護用品も必須です。しかし，これらの

医薬品や介護用品は，食料や飲料水よりも，もっと入手困難な状態となりまし

た。

万葉園では， 3日分程度の非常食，医薬品，介護用品や水は備蓄しておりま

したが，それ以上の分はなく，医薬品や介護用品はおろか，食料すらも入手困

難になっており，しかもいつ今後入手できるかも分からない状態でした。しか

も，職員の分の食料の備蓄はありませんでした。私たちは， 1日3回の食事をl

日に2回に減らし，経管栄養剤を使っている利用者には栄養剤を水で薄めて与

えたりして対応するほかはありませんでした。また，食事を作るのは，外部委

託でしたが。その業者は， 12日にはいなくなってしまいました。そのため，震

災後，結果的に， 100人分くらいの食事を2人くらいの栄養士で作るしかありま

せんでした。なお，入浴をさせることはできませんでした。

こんな状態がいつまで続くのか分かりませんでしたが，このような場所では，

施設を運営することも，利用者の生命を守ることも，職員が普通に生活するこ

とすらも不可能な状態になっていきました。

その間，私たちの施設も，職員がどんどんいなくなっていきました。 50名近

くいた職員が， 20人を切るようになってしまいました。私たちは，残った職員

で，代わる代わる仮眠を取りながら，介護を続けました。同じく南相馬市内の

老人ホームの中には，自衛隊が助けに来た10日目 (3月20日）までに，職員が2人

だけになってしまった施設もあります。私たちの施設のような介護施設では，

利用者は，職員がいないと生きていけないし，避難も安全にできません。この

度のような原発災害が発生した場合，職員の人材を確保することは必須です。

如何に利用者の生活や避難を十分に支えられる職員の人材を確保できるかとい

うのは，国がきちんとした制度を作る必要があると思います。施設だけに任せ

られても，限界があります。しかし，現在再稼働が俎上に上がっている鹿児島

県の川内原発では，特に夜間の避難計画は施設任せと聞いています。これでは，
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夜間に避難をしなければならない場合，利用者の介護を十分に行えない場合が

出てくることになると思います。

私たちには，利用者たちを避難させるべきか，避難させるとしてどこに避難

させるか，受け入れてくれるところはあるのか，職員がいなくなった場合どう

すべきなのか，避難指示が出たときに職員をどうすべきなのか，頭を悩ませな

ければならない問題は山のようにありました。

このような中，行政機関が私たちの施設に，初めて顔を出したのは，震災6

日目 (3月16日）でした。上記のとおり，殆どの商店や，病院までもが避難して

しまった中で，私たちの特養や障害者福祉施設のような，社会の最弱者が生活

する施設だけ置いてけぼりにされたような状態でした。その日 (3月16日）のタ

方に，福寿園に自衛隊員が一人来て， 「避難方法は決まっているんですか？」と

いう話をしたそうです。職員が， 「避難先を探しています。支援をお願いしま

す」と言ったそうですが，自衛隊員は，「持ち帰って検討する」と言っただけで，

具体的な話はしなかったそうです。市や県の行政は，一般市民の避難を優先す

るし，自衛隊・警察は津波の救助を優先していました。このような施設は，震

災後l週間は，とても手が回るような状態ではなかったということのようでし

た。

3月16日，福寿園の職員の一人がNHKの9時のニュースに電話をして，物流が

止まっており，食事もまともに取れていないこと， 100人以上の利用者が取り

残されていることを訴えたことで，初めて私たちの被害の実態が，世間に知ら

れるようになりました。そして，その翌日 (3月17日），私たちの施設は，横浜

市の老健施設から， 「100人の利用者を受け入れる」と，手を差し伸べてもらえ

ました。しかし，南相馬市内にある，他の2施設（長寿荘，竹水園。この2施設

は，当法人が運営する施設ではありません）は， 3月20日に自衛隊員が救助に来

て，ようやく避難することができたということです。

避難することができた施設でも，本来の温かいベッドのある施設から，暖か
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いベッドがある施設に避難できた施設はほとんどありません。避難先について，

県に電話しても，全く対応してもらえませんでした，避難先は， 自分たちで探

さなければなりませんでした。今回の震災では，県が受け入れ先を探すとか，

斡旋するとか，ということができるような体制はできていませんでした。

先にも述べましたが，当法人が運営する施設の一つ，梅の香では，津波の心

配があったので，最初に小高神社に避難しました。その後，横浜に避難するま

で，小高神社→区役所→浮船会館（一般の人の避難も一緒だったので，おむつ

の交換や認知症のため長居ができない）→12日に梅の香に戻る→同日，原発爆

発したので， 13日に福寿園又は万葉園に→19日に横浜，ということで， 6回も

移動をしました（後に述べるように，その後も横浜から二次避難をし，さらに6

月に万葉園再開・ 10月に福寿園再開という移動が続きました）。体の不自由な

人たちが多い利用者の人たちの苦悩は，計り知れないものがあったと思います。

私たちは，横浜の施設が避難先として受け入れてくれましたが，まず，南相

馬から横浜までは，距離にして400km近くもあり，震災直後で道路事情も悪く，

実際に横浜に到着するまでに11時間もかかりました。移動途中で容体が急変し

てヘリコプターや救急車で病院に搬送される利用者もいました。それまでは元

気だった人でも褥癒になる人もいました。さらに，横浜の施設は，定員が130

人でしたが，私たちの施設からは， 230人もの人が避難したのです。そして，

受入れ先の施設は，既にベッドが埋まっていたために，閉鎖されていたデイケ

アのスペースに上記の利用者，私たち50人（「避難弱者」 108pには40人とありま

すが，後日合流した職員もいて，合計50人になりました）は，施設の会議室に

生活することになりました。またその施設は，老健施設であり， リハビリを

な目的とした施設で，高い要介護度の利用者がおらず，私たちの施設に多かっ

た要介護度の高い利用者のための十分な設備がありませんでした。加えて，横

浜の施設の職員は，こちらの利用者の状態を分かっていませんでした。そのた

め，私たちの施設の利用者については，こちらの職員が対応するしかありませ
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んでした。私たちは，職員用に，ホテルを 2か所抑えていました。代わる代わ

る，ホテルで休むことができるだろうと思っていたからです。また，横浜に行

く前，私は，職員に， 「中華街に行って，うまいものを食べられるぞ」というよ

うな冗談も言えました。しかし，結局，私も含めて，職員がホテルに行って休

めた日は 0でした。

利用者も，私たち職員も，体力的にも精神的にも限界になっていました。そ

して，利用者たちは，横浜の施設からさらに，二次避難を余儀なくされました。

避難先は，大阪，山形，山梨など10都道府県になりました。こうして， 3月23

日に二次避難が終了しました。

私は， 3月19日以降，職員たちと一緒に横浜に行っていました。 3月23日まで

に二次避難が終了して，一段落ついたので，一度，自宅に帰してもらうことが

できました。 3月24日に横浜を出て，翌25日に横浜から南相馬に帰還しました。

なお，横浜への避難やその後の二次避難等については， 「避難弱者」の101,-.__,1 

12頁に詳しく載っています。

(4) 避難による犠牲

南相馬に戻ってからは，今後の施設，法人をどうするかが問題でした。私た

ちの法人は，今後の計画を作るため，福島市在住の私の大学時代の先輩に頼ん

で， 30人くらいの人が事務作業ができる部屋とアパート 2つを抑えてもらいま

した。そして， 4月4日，福島市内に法人本部の仮事務所を開設しました。避難

した利用者の状況を家族にお知らせすることなどが主な仕事でした。また，私

たちは，職員を全員，解雇しませんでした。 4月1日以降は自宅待機として，給

料の8割を支給して，身分をつなぎました。職員の給料を払ったり，次の再開

のための段取りをしたりするのも仕事の一つでした。

6月1日に万葉園での本部業務等を再開し， 6月10日には万葉園とグループホ

ームたんぽぽを再開しました。この日以降，両施設に合計93人が帰還しました
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（万葉園の定数は50人，たんぽぽの定数は9人のところに，合計93人を戻した）。

10月には，福寿園とケアハウスさくら荘を再開することにし， 24日から利用者

の移送を始めました。そして，この両施設で合計74人が戻りました（定数は，

福寿園80+ショートステイ 20+ケアハウス30名）。

ところで，私たちの法人では，震災後の 3年間で地元に帰れないまま避難先

で， 58人がなくなりました。内訳は，福寿園27人，万葉園7人，梅の香19人，

グループホーム等5人です。また，避難後に戻った方も 3年間に 31人方が亡

くなりました。特に震災直後の2か月半 (3月11日,..__,5月31日）までの間に， 28人

もの人が避難先で亡くなっています（福寿園15人，万葉園4人，梅の香9人［甲F

2 9 添付「震災• 原発事故等による避難後の入所・退所状況 (23.12・1現在）」参

照］）。それまでは，利用者の死亡者数は，年平均で福寿園で約13人，梅の香及

び万葉園で約10人程度なのに，この3年間は， 3倍近くの人が命を落としている

のです。高齢者，特に要介護度の高い高齢者にとって，避難生活がいかに過酷

なものかということを物語っています。

私たちの施設のうち，万葉園と福寿園（及びその周辺の施設）は，再開できま

したが，施設は再開しても人がいない，という問題を抱えています（梅の香は2

0km圏内なので，再開に至っていません）。即ち，以前は235名いた職員が，震

災後， 100名退職し，そのうち戻ってきた職員は，たった5人だけです。その上，

3年経った今でも退職者が続いているのです。その理由は，例えば， 「3年間横

浜だとか山形だとかに家族を避難させていたが，限界だ，家族と一緒に暮らし

たい」（男性）， 「二本松等に家族が避難して，子どもたちがそちらの学校に入学

して落ち着いているので，そちらで家族と暮らしたい」（女性），というような

ものでした。

また，震災前の南相馬市の高齢化率は20%強でしたが，震災後は，高齢化率

33%を超えました。市全体が高齢化して，若い人が来ない，という状況であり，

20年先の日本全国の地方都市の状態を先取りしてしまったようなものです。私
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たちの施設の利用希望者も，震災前は250名だったのが，震災後は500名になっ

ています（震災後の平成25年4月1日，平成26年4月1日における福島県内の市町

村毎の実入所希望者数等についての資料を，参考資料として添付します。この

間についてみても，入所希望者数は増えています。［甲 F29添付「特別養

護老人ホームに係る市町村毎の実入所希望者数一覧表」，甲 F29添付「特別養

護老人ホーム実入所希望者の居住場所の状況」］）。利用希望者が増えているの

に，施設の職員がいないので，施設では，利用者を少なくしなければならない

という状態です。現実に，南相馬市原町区内の施設では，特養施設では定数か

ら10名くらい減らして運営しています。福寿園でも，現在， 10ベッド空いてい

ます。職員がいないから仕方がないのです。また，当法人では，今後，梅の香

を再開するために， 100名もの職員数が不足しています。

今いる職員の中にも，今度原発で何かあったらどうすんですか，という不安

を持っている職員がたくさんいます。この3年間，私たちが安心できる情報は

何もありません。私は，社会福祉法人の職員として，市民の希望にこたえたい

という気持ちでずっと仕事をしてきましたが，マンパワーがないのはどうしよ

うもありません。無理をすると，また職員が辞めたりしてしまうことになりま

す。ベッドが空いているのに使ってもらえないというのが，この仕事をしてい

て，一番つらいことです。震災後新たにできた施設もあります。当法人でも新

たに造った施設もあります。しかし，増築したベッドがまるっきり空いている

というのが南相馬市の現在の状況です。

また，当法人を含めて，相馬地方において介護施設を運営するいくつもの法

人では，平成25年度，平成26年度と続けて，採用予定者数を下回る数の職員し

か採用できませんでした（特に平成26年度は大幅に下回りました）。相馬地方の，

社会福祉や介護を目指す若者は，地元に自宅から通学できる学校がないので，

仙台や関東等の学校に進学しますが，地元に帰ってこない傾向が強くなったも

のと考えられます。これも原発の影響です。
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現在発生している，南相馬市を含む相馬地方における介護を取り巻く問題点

を，当法人でまとめた資料がありますので，それを参考資料として添付します

（甲 F29添付「南相馬福祉会，相馬地方の介護を取り巻く問題点」）。相馬地方

の社会福祉法人の現在の定数（休止状況を含む），平成25年度及び平成26年度に

採用を希望した職員数・実際に採用できた職員数，各法人で現在不足している

職員数，今後5年間に必要となる職員数などについてまとめた資料もあります

ので，それも添付します（甲 F29添付「相馬地方に介護福祉士養成学科をつく

るための調査資料）。

平成26年4月14日，以上のような問題点を解決するため，当法人を含めた福

島県相双地方のいくつかの法人が集まって， 「相馬地方に介護福祉士養成学科

をつくる会」を立ち上げました。東日本大震災発生からこの会の立ち上げに至

るまでの時系列をまとめたものを，参考資料として添付いたします（甲 F29

添付「東日本大震災に伴う南相馬福祉会の経過」）。

原発事故による災害は，避難をするということだけで，多くの高齢者に著し

い負担をかけ，確実に死期を早めます。それだけではなく，被災地から若い人，

働く人を奪います。このことは，被災地に残された高齢者等の弱者の介護を困

難にするだけではなく，被災地の活力を奪うことになるのです。

4 その他の避難状況（国会事故調報告書）

国会事故調は，病院の全患者避難について次のように報告している（甲E1 , 

3 5 7頁）。

(1) 「当委員会の調査によると，平成 23(2011)年 3月末までの死亡者数は 7

つの病院及び介護老人保健施設の合計で少なくとも 60人に上った。「震災後

の避難前の時点」から「別の病院への移送完了」までに死亡した入院患者数は，

双葉病院 38人，双葉厚生病院 4人，今村病院 3人，西病院 3人であった。」

-40 -



「また，双葉病院の系列の介護老人保健施設の入所者は同病院の患者と一緒に

避難したが，そのうち 10人が死亡している。」

(2) このように，避難先の医療機関と避難手段の確保が難航した病院共通の課

題として，医療関係者の避難による病院の人手不足や，重篤患者のバスによる

避難，医療設備がない避難先への移送などを挙げている。

このうち，「a. 医療関係者の不足」の項では次のとおり記されている。

「双葉病院では， 12日から 15日にかけて第 1陣から第 3陣に分かれ避難

した。歩行可能な軽症の入院患者を移送する第 1陣の避難 (12日）の際に，

院長 1人を残して院内にいた看護師や医師ら職員全員が同行した。病院には

129人の重篤患者が残された」「避難完了までの 3日間，多い時でもわずか 6

人の医療関係者で治療と看護を行った。生活物資も医療物資も不足しており，

照明器具はロウソクのみであった。医師らは治療を最大限施したものの， 15

日までに 4人が院内で相次いで死亡した。」

また，重篤患者の移送のためには救急車や自衛隊のヘリなど医療機器が搭載

でき，身体への負担の少ないことを満たす移動手段が必要で，通常想定される

バスなどでは避難ができない。しかも，長距離，長時間の移動は確実に重篤患

者の体力を消耗する。

「例えば，双葉病院においては，約 230km以上の長距離かつ 10時間とい

う長時間の移動で，患者が体力を失い，死亡者が出た。 14日10時半，隣接す

る介護老人保健施設に誇っていた 98人と，点滴をはずしても命に別状がない

と判断された重篤患者の合計 132人が自衛隊手配の大型バス等で病院を出発

し，スクリーニング検査を受けるためにいったん南相馬市の保健所に向かいな

がら，併行して避難先となる病院を県災対本部が探したものの見つけられるこ

とができないまま， 20時にいわき市内の高校に到着した。避難途中の車内で 3

人が，いわき市内の高校に到着後，翌日の早朝までに 11人が死亡した。」

(3) このように，原発事故の際の重篤患者の避難は，著しく困難ないし不可能
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である。国会事故調の報告書では，「病院が独自に避難先医療機関と重篤患者

の避難に適当な避難手段を確保するという防災計画は機能しなかった」とし，

「福島県をはじめとする原発立地道県及び市町村，並びに原発周辺の医療機関

は，原子力災害に対応するマニュアルの見直しや訓練，通信手段の整備，事故

時の連携などを検討し，整備しておく必要がある。」と結論的に述べている。

いうまでもなく，他の原発と同様，東海第二原発に関してもこのような検討

・整備が十分行われているわけではなく，ひとたび過酷事故となった場合には，

福島第一原発以上に人口密集地域であるがため，重篤患者を中心として甚大な

人的犠牲が発生することは明らかである。

第 5 安全な避難計画を策定することは不可能である。

以上のとおり，避難計画の内容，その実態等を見てきたが，これらを踏まえれ

ば次のようなことが言える。

1 新規制基準は違法である。

これまで見てきたように避難計画の内容は，多くの問題があるものであり，到

底住民の被ばくを最低限に抑えるというようなことは不可能なものであった。更

に避難弱者を考えれば，避難などは到底不可能である。

原子炉等規制法は「災害の防止上支障がない」基準を要求しているところ，新

規制基準はそのような配慮がなされていない。これは，伊方原発最高裁判決から

すれば違法なものというべきである。

2 人格権に基づく差止が認められるべきである。

第 1で述べたように，そもそも重大事故が起これば人間の生存にとって最も基

本的な権利である人格権に対して，深刻で重大な被害を与える危険性を有してい

る原発については，生命を守り生活を維持するという人格権の根幹部分に対する

具体的侵害のおそれがある時は，その侵害の理由，根拠，侵害者の過失の有無や
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差し止めによって受ける不利益の大きさを問うことなく人格権そのものに基づい

て侵害行為の差し止めを請求できるというべきである（大飯原発判決 p3 8)。

ところが，これまで見てきたように，重大事故が起きた場合，住民が安全に避

難をすることができる避難計画を立てることは不可能であることが明らかになっ

た。とりわけ，本件の東海第 2原発はUPZ圏内に住民だけでも 10 0万人近く

がおり，それらの者が短時間で安全に避難することは不可能である。さらに，避

難弱者の避難を考えた場合はさらに一層，不可能であるといわざるをえない。

従って，本件東海第 2原発は，人格権侵害の具体的危険が存するので差し止め

られるべきである。

第 6 結論

以上の次第で，本件施設の稼働は認められないというべきである。

以上
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